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○

還付申告0時効

Q言私はサラリーマンですが、引っ越しの

ため整理をしていたら平成3年の医療費の領

収書がずいぶん出てきました。5年間なら還

付申告ができると聞きましが、本当ですか。

平成3年については年末調整を受けただけで

す 0

金言還付申告ができるものといえば、年の

途中で退職し年末調整を受けなかった場合や

医療費控除や住宅取得等特別控除などが挙げ

られます。

通則法により請求をできる日から5年間還

付申告ができます。ご質問の場合は、平成3

年分の還付申告ができる日は平成4年1月1

日となり、以後5年の間に還付申告をするこ

とができます。

ところが申告した還付金が過少であった場

合は注意が必要です。たとえば、一度還付申

告を行ったが、一部医療費控除等を忘れてい

たケース。

この場合は、更正の請求をすることとなり、

確定申告期限から1年以内に限り認められる

ことになります。還付申告とは異なり1年間

と期間が短くなっているので注意が必要です。

あなたの場合は、平成3年分については年

末調整を受けただけですので、平成9年末ま

でに還付申告をすれば税金が戻ってきます。

過年分の還付申告には、サラリーマンであ

れば源泉徴収票の添付が必要です。源泉徴収

票を紛失した場合には、税務署に備えてある

年分の記載のないものをもらい、会社で記載、

押印してもらってください。
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